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◆お 知 ら せ◆ 

■１１月は「過労死等防止啓発月間」です 

シンポジウム：大分会場１１月２２日（火） ホルトホール大分 

■過重労働解消キャンペーン概要 

 過重労働解消のためのセミナー：大分会場：１１月１７日（木） 大分県中小企業会館 

■ストレスチェク実施は１１月末までです！（従業員数５０人以上の事業場） 

■ストレスチェック助成金事業場登録は１１月末までです！（従業員数５０人未満の事業場） 

 

◆厚生労働省情報（審議会、検討会等）◆ 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

 

◆お 知 ら せ◆ 

 

■１１月は「過労死等防止啓発月間」です 

過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施します。 

（厚生労働省労働基準局総務課） 

・報道発表→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137977.html 

 

（１）過労死等防止対策推進シンポジウム  

  過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、１１月を中心に全国４２都道

府県で 計４３回、シンポジウムを開催します。（無料でどなたでも参加できます。） 

・大分会場：１１月２２日（火）１３：３０～１６：３５ ホルトホール大分３階大会議室 

（定員２００名） 

・大分会場チラシ（ＦＡＸ申込み）→  

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/pdf/oita.pdf 

・全国の会場一覧（ＷＥＢ申込み）→ https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ 

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク 

専用フリーダイヤル ０１２０-９７６-３４４（月～金 ９：００～１７：３０） 
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（２）国民に向けた周知・啓発を実施します  

  ポスターの掲示やパンフレット、リーフレットの配布、インターネット広告等多様な媒

体を活用し、広く周知・啓発を行います。  

・ポスター→ 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/

0000138039.pdf 

・パンフレット→  

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/00

00138040.pdf 

・リーフレット→  

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/00

00138041.pdf 

 

■過重労働解消キャンペーン概要 

（１）電話相談を実施します  

  「過重労働解消相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労

働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。 

   実施日時    ： １１月６日（日） ９：００ ～ １７：００  

   フリーダイヤル ： ０１２０（７９４）７１３（なくしましょう 長い残業） 

 

（２）過重労働解消のためのセミナーを開催します 

    ≪残業時間を減らして、業績をアップさせてみませんか？≫ 

  企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、１１月を中心に

全国で計６０回、「過重労働解消のためのセミナー」（委託事業）を実施します。（無料でどな

たでも参加できます。） 

・大分会場：１１月１７日（木）１４：００～１６：３０ 大分県中小企業会館 （先着１

００名） 

［専用ホームページ］ http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/  

（お問い合わせ先）過重労働解消セミナー運営事務局（担当 粂田・早川） 

ＴＥＬ.０３‐５９１３‐６０３３（平日９時～１８時） Mail.kaju-seminar@lec-jp.com 

 

■ストレスチェク実施は１１月末までです！（従業員数５０人以上の事業場） 

 法に基づく第１回のストレスチェクは、平成２８年１１月３０日までに、ストレスチェク

を実施する必要があります。 

 「どこまでやっておけばよいか？」というご質問が来ておりますが、「ストレスチェック制

度関係 Ｑ＆Ａ」で、「平成２７年１２月１日の施行後、１年以内（平成２８年１１月３０日

まで）に、ストレスチェクを実施する必要があります。（結果通知や面接指導の実施までは含

みません）」となっておりますので、ご確認ください。 
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 こころの耳 → 改正労働法のポイント（ストレスチェク制度関連） → Ｑ＆Ａ 

→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf 

 

■ストレスチェック助成金事業場登録は１１月末までです！（従業員数５０人未満の事業場） 

 従業員数５０人未満の事業場が、ストレスチェックを実施する場合、事前に事業場登録を

することで、助成を受けることができます。詳細はチラシ、労働者健康安全機構ホームペー

ジを娯楽下さい。 

・チラシ→  

http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/stresscheck_le

aflet_2808.pdf 

・「ストレスチェック」実施女性のための助成金 ホームページ→ 

http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/default.aspx 
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◆厚生労働省情報（審議会、検討会等）◆ 

■平成２８年１０月６日（木） 

平成２８年８月２６日に開催された 「第 1回平成 28年度労働安全衛生法における特殊健康

診断等に関する検討会」の議事録が公表されました。→ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138577.html 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 

■平成２８年１０月６日（木） 

「こころの耳電話相談」 

平成２８年１０月１日より「こころほっとライン」から「こころの耳電話相談」に名称変更

しました。 

こころの耳電話相談 → https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/ 

職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策→ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 

 

■平成２８年１０月７日（金） 

「過労死等防止対策白書」 

過労死等の現状や過労死等の防止に講じた施策の状況が、白書として初めて取りまとめられ

ました。→  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000139008.html 

（労働基準局総務課） 
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■平成２８年１０月１３日（木） 

「化学物質のリスク評価に係るリスクコミュニケーション」の議事録が公表されました。 

（第 1回）→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139363.html 

（第 2回）→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139386.html 

（第 3回）→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139389.html 

（労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室） 

■平成２８年１０月１７日（月） 

平成２８年１０月３１日（月）１３：３０～１５：３０に、「第２回平成２８年度労働安全衛

生法における特殊健康診断等に関する検討会」が開催されます。→  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139629.html 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 

■平成２８年１０月１７日（月） 

平成２８年９月７日に開催された「第５回労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方

に関する検討会」議事録が公開されました。→  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139954.html 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 

■平成２８年１０月１８日（火） 

「平成２８年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書（三酸化二ア

ンチモン）」が公表されました。→  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140006.html 

（労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室） 

■平成２８年１０月１８日（火） 

「オルト―トルイジンを特定化学物質として規制」 

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「特定化学物質障害予防規則及び

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、妥当であるとの答申

がありました。厚生労働省では、この答申を踏まえて政省令の改正作業が進められます（平

成２８年１１月公布、平成２９年１月１日施行予定）。→  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140067.html 

（労働基準局安全衛生部化学物質対策課） 

■平成２８年１０月１９日（水） 

平成２８年１０月１２日に開催された「第 6回労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあ

り方に関する検討会」資料が公開されました。→  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140108.html 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 
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 ※メールアドレスの変更、配信停止、ご意見・ご感想は、info@oitas.johas.go.jp まで 

  お願いします。 

  皆様のご意見をお待ちしています。 

  今月も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。 
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      独立行政法人 労働者健康安全機構 

      大分産業保健総合支援センター  

      〒８７０－００４６ 

      大分市荷揚町３番１号 いちご・みらい信金ビル６階 

      ＴＥＬ：０９７－５７３－８０７０ ＦＡＸ：０９７－５７３－８０７４ 

      http://www.oitas.johas.go.jp/ E-mail: info@oitas.johas.go.jp 
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